
本件ビルの賃貸人が、賃借人に対し、本件

賃貸借契約について、本件ビルは、耐震性能

を備えておらず、また、排煙設備等の機能的

な劣化により工事が相当困難である等の理由

により、その解約申入れについて正当の事由

があると認められるから、立退料の支払い等

と引換えに建物を明け渡すよう求めるととも

に、明渡しまでの賃料の倍額の損害金の支払

いを求めた事案において、立退料４億３千万

円余の支払をすることによって、本件解約申

入れについての正当事由が補完される等とし

て、賃貸人の請求が認められた事例（東京地

裁　平23年１月18日判決 一部認容　ウエス

トロー・ジャパン）

１　事案の概要

�　本件ビルは、ＪＲ原宿駅から程近い竹下

通り沿いに所在する昭和53年建築の商業ビル

であって、賃貸人Ｘは、賃料収入を目的に平

成19年７月12日付け売買により本件ビルの所

有権を取得した。

�　Ｘは、平成20年７月頃、本件ビルの耐震

診断等の結果、耐震性や排煙設備に問題があ

るため、その工事費用と将来の賃料収入を試

算比較し、また、本件ビルが相当程度老朽化

しており、建て替えにより、本件ビルの貸室

面積が増加すること等を考慮し、本件ビルを

建て替えることとした。

�　賃借人Ｙは、本件ビルが新築された昭和

53年、本件建物１階の一部をスポーツ用品販

売の店舗展開のための一店舗として、３階を

事務所兼倉庫（以下「本件店舗」という。）

として本件賃貸借契約を締結し、32年間にわ

たり本件店舗の営業を継続してきており、年

間売上げは、約３億5000万円である。

�　Ｘは、Ｙに対し、平成20年10月23日、本

件店舗の明渡しを求める旨の通知をし、その

後、代替物件を紹介し、立退料の提供を申し

出るなどして明渡交渉をしていたが、Ｙがこ

れに応じなかったため、Ｘは、平成21年１月

23日、本件解約申入書により、同書面到達後

６ヶ月を経過した後の平成21年７月31日をも

って、本件賃貸借契約を終了させる旨の解約

申入れをした。

�　Ｘは、Ｙに対し、本件解約申入れをし、

その解約申入れについて正当の事由があると

認められるから、契約は終了したと主張し、

立退料として、１億5775万4880円又は裁判所

が相当と認める金員の支払と引換えに建物を

明け渡すよう求めるとともに、本件賃貸借契

約の約定に基づき、契約終了の日の翌日から

明渡済みまで賃料の倍額に相当する損害金の

支払を求めて、提訴した。

２　判決の要旨

裁判所は、次のとおり判示し、Ｘの請求を

一部認容した。

�　本件解約申入れについて正当の事由があ
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最近の判例から 

�－解約の正当事由－

耐震・排煙工事が困難であること等を理由とする賃
貸借契約の解除について、立退料４億３千万円余の
支払いもって正当事由が認められた事例



ると認められるかどうかについて

Ｘの本件店舗の明渡しを求める必要性も、Ｙ

の本件店舗の使用の必要性も、いずれも専ら

経済的な利益に関わるものであるところ、前

記の本件店舗の賃貸借に関する従前の事情、

利用状況や現況等を考慮し、さらに、立退料

について、鑑定の結果のほか、Ｘ及びＹが申

し出ている金額等の事情をも総合して考慮す

ると、ＸがＹに対して本件店舗の明渡しと引

換えに立退料４億2800万円（鑑定結果及び移

転雑費等の諸費用、営業休止補償の額を加算

した金額）の支払をすることによって、本件

解約申入れについての正当の事由が補完さ

れ、本件解約申入れについて正当の事由があ

るものというべきである。

�　本件解約申入れについて正当の事由があ

ると認められる場合、ＹがＸに対して契約終

了の日の翌日から明渡済みまで賃料の倍額に

相当する損害金の支払義務を負うかについて

①本件解約申入れについては、ＸがＹに対

して本件店舗の明渡しと引換えに立退料４億

2800万円の支払をすることをもって正当の事

由があると認められるから、Ｘが本件解約申

入れの際に本件解約申入れの日から６か月を

経過した日の後の日である平成21年７月31日

を契約終了の日とする旨の意思表示をしたこ

とにより、本件賃貸借借契約は、同日の経過

をもって終了したものと認められる。

②また、解約の申入れの時点において賃借

人に正当の事由の有無の判断を求めるのは、

賃借人に困難を強いることになることは明ら

かであるから、本件損害金規定は、賃貸借終

了の原因が債務不履行による解除や合意解約

による場合を想定したものであって、解約の

申入れについて、正当の事由があると認めら

れるときに賃貸借契約が終了する場合は、含

まれない趣旨の条項であると解することが相

当であり、賃料に相当する額の損害金の支払

義務は負うが、これを超えて賃料の倍額に相

当する損害金の支払義務まで負うものではな

いというべきである。

３　まとめ

本判決は、建物の建て替えの必要性と解約

の正当事由について、本件店舗の賃貸借に関

する従前の事情、利用状況や現況等を考慮し、

さらに、立退料について、鑑定結果、移転雑

費等の諸費用及び営業休止補償の額を加算し

た金額の支払いをすることで、本件解約申入

れについての正当の事由が補完されるとした

事例である。立退料の提供が正当事由の補完

要素であるとした、同種事案の参考になると

思われる。

なお、解約申入れ後に立退料の提供又は増

額された場合､この立退料の提供又は増額を

考慮して解約申入れの正当事由を判断するこ

とができるとした事例（最高裁第２小法廷H

３.３.12判決）、築後40年を経過した共同住宅

の建て替え等を理由とする賃貸借の解約申し

入れにおける立退料の額を巡って争われた事

例（東京高裁H12.３.23、RETIO48-081）も

併せて参考とされたい。
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賃貸人である原告が、被告会社の債務不履

行（失火による建物の毀損等）を理由として

賃貸借契約を解除したと主張し、建物の明渡

し等を求めた事案において、本件火災により、

原告と被告会社との間の信頼関係は完全に破

壊されたものというほかないとして、建物の

明渡し請求を認めるとともに、約定使用相当

損害金及び、建物補修費用に係る請求を一部

認容した事例（東京地裁　平22年３月１日判

決　一部容認　ウエストロージャパン）

１　事案の概要

�　原告Ｘは、平成12年８月29日、被告会社

Ｙ１に対し、建物１階一部を次の約定で賃貸

した。

①賃貸期間　平成12年９月１日から平成15年

８月31日まで

②使用目的・賃料　飲食店・月額14万円

③更新料　Ｙ１は、契約更新の際、新賃料の

１月分を支払う。

④解除　Ｘは、Ｙ１が契約に定める義務を履

行しない場合（ただし、賃料については２月

分以上を支払わないとき）、契約を無催告解

除できる。

⑤使用損害金　契約終了後、Ｙ１が建物の明

渡しを怠ったときは、明渡完了時まで、賃料

の２倍に相当する損害金を支払う。

�　Ｙ１の代表者である被告Ｙ２は、平成12

年８月29日、契約に基づくＹ１の一切の債務

につき連帯保証した。

�　Ｘは、平成20年１月21日、書面により、

Ｙ１の設置した換気設備が不十分であるため

に、居酒屋営業に伴う煙・悪臭により、２階

住居部分におけるＸ家族の生活に支障が生じ

ているとして、換気設備の改善をＹ１に要求

した。

�　Ｘは、同年２月１日、書面により、�と

同旨を要求したほか、平成15年９月及び平成

18年９月の更新料各14万円の支払を請求し

た。

�　平成20年12月24日、換気設備付近で火災

が発生し（以下「本件火災」という。）、駆け

つけた消防職員により消火された。

�　Ｘは、平成20年12月28日、本件火災がＹ

１の善管注意義務違反により発生したことを

理由として、契約を解除する意思表示（以下

「本件解除」という。）をした。

�　また、Ｘは、訴状により、Ｙ１に対し、

更新料の不払を原因として、契約を解除する

旨の意思表示をした。

	　さらに、Ｘは、平成21年４月８日の口頭

弁論期日において、①善管注意義務違反（換

気設備の不備等）②（寝泊りによる）使用目

的違反及び③Ｙ１による信頼関係の破壊を主

張して、契約を解除する旨の意思表示をした。


　一方、Ｙ１は、口頭弁論終結時までに、

Ｘに対し、平成22年２月分までの契約上の賃

料相当額（月額14万円）を支払った。
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最近の判例から 

－契約の解除－

失火による建物の毀損等賃借人の債務不履行による信
頼関係破壊により賃貸借契約解除が容認された事例



２　判決の要旨

裁判所は、以下のように述べ、原告の請求

を一部容認した。

�　重大な義務違反

①本件火災は、被告Ｙ２の妻が、天ぷらを調

理中に電話のため手を離していたところ、鍋

の油に火が入り、その炎が台所に設置された

換気設備周辺の油分に引火したものである。

②換気設備周辺の火は、壁に伝わり、壁の内

部に使用された木材が炭化する等した。

③消防職員は、消火活動のため、本件建物及

び２階部分の外壁の一部を取り壊す等した。

④また、２階部分に煙が充満し、本件ビルの

躯体の鉄骨のさび止め塗装が焼け、すすが付

着するなどした。

⑤以上の事実に照らせば、本件火災は、Ｙ１

の履行補助者であるＹ２の妻の重大な過失に

より発生したものといわざるを得ず、その結

果も軽微なものとは到底いい難い。

⑥Ｙ１は、本件建物の賃借人として、本件建

物の管理につき善管注意義務を負うことはい

うまでもないところ、本件火災の発生につき、

Ｙ１には重大な義務違反があったものという

ほかない。

�　受忍限度を超える煙

Ｙ１が設置した換気設備は、厨房レンジの

上の内壁に換気扇が、外壁に排気ダクトが設

置される構造であったが、内壁と外壁の間に

適切に配管が設置されておらず、発生した煙

が内壁と外壁の間、１階天井裏等を通じて２

階部分に進入し、その結果、Ｘ及びその家族

の受忍限度を超える煙等が充満することがあ

ったものと認められ、かつ、Ｘが書面による

請求に加え、たびたび改善措置を要求したに

もかかわらず、Ｙ１は、排気ダクトの出口部

分に金網を設置したのみであり、配管等につ

き確認をした形跡は窺われない。

�　以上の事情を総合すると、本件火災によ

り、ＸとＹ１との間の信頼関係は完全に破壊

されたものというほかない。本件解除は、無

催告解除であることを考慮しても有効なもの

というべきであり、契約は、本件解除がされ

た平成20年12月28日に終了したこととなる。

�　約定使用相当損害金の容認すべき部分

は、本件解除の翌日から平成22年２月28日ま

での使用相当損害金と賃料相当額の差額及び

平成22年３月１日から明渡済みまで月額28万

円の割合による約定使用相当損害金となる。

�　見積書記載の補修費用のうち、その約６

割に相当する66万円を本件火災と因果関係の

ある損害と認めるのが相当である。一方、既

に実施済みの補修費用については、保険金の

支払を受けているものと認められ、当該損害

は既に填補されたものというほかない。

�　更新料支払を求める部分は理由がない。

３　まとめ

賃借人は、契約又は目的物の性質により定

められた使用方法に従って目的物を使用収益

しなければならず、これに違反する行為があ

れば、違反の程度により、解除が問題になる。

本事例は、賃借人の債務不履行により、賃

貸人と賃借人の間の信頼関係が完全に破壊さ

れたことによる賃貸借契約解除が認められた

妥当な判決であると思われる。

なお、信頼関係破壊による契約解除に関す

る最近の判例として、賃借人が無断で内外装

を行う等した事例（東京地判 H22.５.13 ウエ

ストロージャパン）、マンションの一室で大

量に弁当を製造していた事例（東京地判

H22.４.９ ウエストロージャパン）、一方的に

賃料を５ヶ月間減額支払した事例（東京地判

H21.１.28ウエストロージャパン RETIO79

号）もあわせて参考とされたい。

RETIO. 2011.  10  NO.83

147



賃貸人が賃借人に対し、建物が朽廃、倒壊

する危険性が高いという正当の事由があると

して賃貸借の解約を求め、他方、賃借人は賃

貸人に対し、建物の倒壊の危険から免れるた

めの通常の補修工事の実施を求めた事案にお

いて、賃貸借契約の解約の申入れの正当事由

を否定し、賃貸人に補修工事の実施を命じた

事例（東京地裁　平成22年３月17日判決　ウ

エストロー・ジャパン）

１事案の概要

賃借人Ｙ１（用品雑貨の販売店経営）、Ｙ

２（飲食店経営）は、昭和39年８月に建築さ

れた木造２階建の建物の１階部分、２階部分

をそれぞれ賃貸人Ｘから賃借して営業してい

る。Ｘは本件建物を前所有者から平成17年10

月に取得した。なお、本件建物は、前所有者

が平成10年12月に本件建物を調査したとこ

ろ、基礎の不同沈下を原因とする建物の傾斜

がみられたことから屋根を軽量化し、外壁の

補修工事を行っている。

訴外Ａは、Ｘから耐震診断の依頼を受け、

平成19年３月、その結果を書面にまとめた

（以下「都市構造計画の調査」）。都市構造計

画の調査によると、本件建物は、大地震での

倒壊を示す総合評価の評点が0.23であった。

なお、この総合評価は、1.5以上「倒壊しな

い」、1.0以上1.5未満「一応倒壊しない」、0.7

以上1.0未満「倒壊する可能性がある」、0.7未

満「倒壊する可能性が高い」と分類するもの

である。なお、本件建物に補強工事を実施し

た場合には、総合評価は1.04となるが、本件

補強工事を実施しても建物の傾斜による危険

性が残ることから「本建物は改築を前提に改

修計画を進めることを推奨する」と結論付け

ている。

Ｘは、本件建物は倒壊の危険性が高い極め

て危険な建物であり、建築後45年が経過して

いることもあって、既に建物としての社会的

な効用を失い、朽廃しているというほかはな

く、Ｙ１らとの賃貸借契約は、対象たる本件

建物が朽廃したことにより、当然に終了して

いる。また、本件建物が倒壊すれば、通行人

の生命・身体に重大な危害を与えたり、周囲

の建物にも重大な損傷を与え、Ｘが民法717

条１項の規定による無過失責任を負う可能性

もあるから、本件建物は早急に取り壊す必要

性があるなどとして、本件賃貸借の解約を求

めて提訴した。

他方、Ｙ１らは、長年にわたって本件建物

で営業を続けて顧客を獲得してきたものであ

り、今後も本件建物において営業を続けてい

く必要性が高い。賃貸人は民法606条１項の

規定により、賃借人の使用収益に必要な修繕

義務を負い、建物に通常の補修を加えれば倒

壊の危険から免れるのであれば、当該建物は

朽廃したとは認められず、賃貸借契約がなお

継続することになる以上、賃貸人からの明渡

請求は認められず、また、賃貸人は補修の義

務を果たすべき責任を負うとして、補修工事
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最近の判例から 

�－解約の正当事由－

建物の朽廃、倒壊の危険を理由とする解約の正当事
由を否定し、賃貸人に補修工事を命じた事例



を求めて反訴した。

２．判決の要旨

裁判所は次のように判断して、賃貸人の請

求を棄却し、賃借人の請求を認容した。

�　朽廃による賃貸借契約の終了について

都市構造計画の調査のうち総合評価という

のは、大地震動での倒壊の危険性を示すもの

であり、ここでいう大地震動というは、震度

６弱の大規模な地震が起きた場合を想定して

いることうかがわれる。しかるに、大規模な

地震が起きた場合に倒壊する可能性が高いと

いうだけでは、賃借人らが現に利用している

本件建物がその社会的効用を失い朽廃したと

は到底認められない。

�　解約の正当の事由について

本件建物は傾斜しているものの、その傾斜

が平成10年の調査時から平成19年の都市構造

計画の調査時までに著しく進行しているとま

では認められず、本件補強工事を実施しても

なお倒壊の危険性が高い極めて危険な建物で

あることを認めるに足りる証拠は存在しな

い。なお、後記のとおり、本件補強工事に要

する費用は低廉なものであるから、本件補強

工事の実施が経済的観点から不能であると認

めることはできない。賃借人らが本件建物を

長年にわたって利用してきていることをかん

がみると、他の賃貸人の主張事実を併せて考

慮しても、賃貸人の賃貸借契約の解約申入れ

に、正当事由があるとは認められない。

�　本件補強工事の必要性について

本件建物は、本件補強工事を実施すること

により、大地震動があった場合の耐震性能が、

実施前の「倒壊する可能性が高い」から「一

応倒壊しない」にまで飛躍的に向上すること

が認められる。そして、本件補強工事に要す

る費用は100万円程度であり、賃料と比較す

れば低廉なものであると認められる。これら

の事実に照らすと、耐震壁がないことによる

偏心は、賃貸人が606条１項の規定による修

繕義務を負うところの賃貸借の目的物の破損

に当たるというべきであり、かつ、経済的観

点からしてその修繕が不能とはいい難いこと

から、賃貸人には、その費用負担において、

本件補強工事を実施する義務があると認める

のが相当である。

３．まとめ

「建物が築30年を経過して老朽化し、建替

えるので更新はしない、契約を解除する」な

どとして、貸主から立退き要求を受けている

借主からの相談が多くある。

貸主が契約の更新を拒絶する、又は解約す

るには「正当な事由」が必要であるところ、

建物の老朽化も正当事由の判断に際して考慮

される事由の一つではあり得るが、最も重要

な事由となるのは貸主及び借主がその建物の

使用を必要とする事情である。つまり、正当

事由が認められるためには、借主を立ち退か

せてまで貸主が建物を利用しなければならな

い特段の事情が存在することが必要となる。

また、建物を賃貸した貸主には、建物の使

用収益に必要な修繕をする義務があり、本事

例で判示されているように、補強工事により

建物の安全性が保たれるのであれば、貸主は

補強工事を実施する義務を負う。貸主は建物

の老朽化や耐震強度不足を理由に、一方的に

更新拒絶や解約をすることはできないことに

留意する必要がある。

（調査研究部上席主任研究員）
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被告Ｙに対し、建物の建築工事の完了前の

賃貸借契約の仲介を委託した原告Ｘが、賃貸

借契約は成立していないとして、既払い仲介

手数料の返還等を求めた事案において、訴外

会社がＸ以外の者に本件貸室を転貸すること

が制限されることからすると、本件仲介契約

の目的として予定されていた契約が締結され

たというべきであるとして、請求を棄却した

事例（東京地裁　平成22年３月29日判決　棄

却　ウエストロー・ジャパン）

１　事案の概要

� Ｘは飲食店の経営等を業とする会社であ

り、Ｙは宅建業者である。

� Ｘは、平成18年、Ｙに対し、ビルの貸室

の賃貸借契約の仲介を依頼した。

� 株式会社Ａは、平成19年４月、株式会社

Ｂとの間で、Ａが建設予定の建物について、

Ａを貸主、Ｂを借主とする賃貸借契約を締

結した（以下「本件建物賃貸借契約」とい

う。）。

� Ｘは、平成18年12月、Ｂとの間で、本件

建物の４階部分（以下「本件貸室」という。）

について、貸室定期転貸借仮契約書と題す

る契約書を作成した（以下「本件契約」と

いう。）。

このとき、ＢがＸに対し交付した契約費

用精算書と題する書面には、保証金、礼金

の額が記載され、かつ、Ｘに対し、保証金、

礼金の支払を求める旨の記載があった。

� Ｘは、平成19年１月22日、Ｙに対し、仲

介手数料として、120万6240円（消費税相

当額を含む。）を支払った。

� Ｂが振り出した手形が不渡りとなり、Ａ

とＢは、平成19年12月３日、本件建物賃貸

借契約を合意解除した。

� Ａは、平成19年12月17日付けで、Ｘを含

む本件建物の「テナント予定者」に対し、

上記（６）の合意解除をした旨通知し、Ａ

が、従前のＢとの間の契約を事実上承継す

ることが可能であれば検討したい旨の書簡

を送付した。Ｘは、平成20年５月30日付け

で、Ａとの間で本件貸室について賃貸借契

約を締結し（以下「本件直接契約」という。）、

同年６月１日、引渡しを受けた。

	 Ｘは、本件契約は成立していないとして、

既払い仲介手数料の返還等を求め提訴し

た。

２　判決の要旨

裁判所は、下記のように述べ、Ｙの媒介行

為によって、本件仲介契約の目的とされた契

約が締結されたとして、Ｘの請求を棄却した。

� ①本件契約における賃料の起算日は、

「平成19年12月１日（竣工予定）」とされて

いること、②本件建物が未完成であること

をＢ及びＸは承諾する旨の特約があること

などからすると、本件契約は、本件建物が

建築中であることを前提として、その完成

後、これを賃借したＢがＸに対し、本件貸
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�－契約成立・仲介手数料－
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る仲介手数料の返還請求が棄却された事例



室を転貸するものであったということがで

きる。

� そして、①契約費用精算書によれば、Ｘ

は、本件契約締結後、本件建物が完成する

前から、Ｂに対し、保証金及び礼金を分割

して支払う義務を負っていること、②本件

契約19条は、賃貸借期間開始前解約につい

て、賃借人及び賃貸人に金銭の支払義務を

定めていることから、Ｂ及びＸは、本件契

約に基づき、いずれも本件建物の完成前か

ら法的義務を負っていることからすると、

本件契約が交渉の途中においてそれまでの

合意事項を確認したにすぎない仮契約であ

るとみることも、本件建物の完成後本件契

約の締結があって初めて効力が認められる

賃貸借契約の予約や停止条件付の賃貸借契

約であるとみることも相当でない。

なお、本件契約に係る契約書が仮契約と

いう標題を付され、本件建物完成後に改め

て賃貸借契約書を締結するものとする旨の

特約があることが認められるが、このよう

な標題及び特約は、本件建物が未完成であ

り、その詳細な仕様はＸとＢとの協議によ

って決定されることが予定されていたから

であるとみるのが自然であり、上記判断を

左右するに足りない。

このように、本件契約により、ＢがＸ以

外の者に本件貸室を転貸することが制限さ

れることからすると、本件契約の締結によ

って、本件仲介契約の目的として予定され

ていた契約が締結されたというべきであ

る。

〔なお、Ｘは、宅建業法35条１項５号を引

用して、賃貸借契約が成立したといえるた

めには、建築工事の完了時における当該建

物の主要構造部、内装及び外装の構造又は

仕上げ並びに設備の設置及び構造が確定し

ていなければならないが、本件契約締結当

時、①本件貸室の床面積又は賃貸面積及び

賃貸部分、②エレベーターの位置及び吹き

抜けの有無、③排煙設備、排気ダクトの外

部からの連結位置、スリーブの位置、④外

看板の設置条件、⑤電気容量、⑥客席、厨

房等の仕様等の事項は確定していなかった

旨主張したが、判決は、①、②及び⑤は、

本件契約の締結時には確定しており、また、

本件契約がスケルトン渡しであったことか

らすると、本件未確定事項のうち、③及び

⑥については、賃借人であるＸの内装の内

容を踏まえて、ＸとＢないしＡとの間で協

議すべき事項であり、また、④は、本件契

約事態の一部とはいえない面があるとし

て、Ｘの主張を斥けた。〕

（本件では、仲介業者の債務不履行による

仲介契約の解除もＸよりあわせて主張され

ていたが、当該請求も棄却されている。）

３　まとめ　

本事案は、建物の建築工事の完了前の賃貸

借契約（転貸借契約）について、転貸人が不

渡りをだし、賃貸借契約が解除されたため、

転借人が賃貸人とあらためて直接賃貸借契約

を締結したという事情がある中で、転借人が、

当初の転貸借契約が成立していないとして、

当該転貸借契約を仲介した仲介業者に、既払

い仲介手数料の返還等の支払を求めた事案で

ある。本判旨では、転貸借契約の表題（「仮

契約」）にとらわれることなく、契約書等の

条項の内容を検討し、当事者が「本件建物の

完成前から法的義務を負っていること」に着

目して、契約が成立しているとしている点で

参考になるとともに、宅建業法35条の重要事

項説明にも関連して、建物の建築工事の完了

前の賃貸借契約（転貸借契約）、さらにスケ

ルトン渡し契約について、契約成立に関して

検討している点が参考となる。
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賃貸マンションの借主が、貸室の退去にあ

たり自身が設置した一般家庭用エアコンにつ

いて、賃貸借契約書に造作買取を排除する特

約がないことを根拠に、貸主に造作買取請求

した事案において、本件エアコンは取り外し

が比較的容易であること等を理由に、建物に

附加した造作と認めることは難しく、造作買

取請求の対象とはならないとして、借主の請

求を棄却した事例（東京地裁　平成22年１月

25日判決　棄却　ウエストロー・ジャパン）

１　事案の概要

�　借主Ｘは、次のとおり貸主Ｙから下記物

件を借り受けた。①契約日：平成20年５月20

日、②所在地：東京都中央区、③家賃：月額

30万2600円、④敷金：90万7800円、⑤期間：

平成20年５月29日から平成21年５月28日ま

で、⑥家賃支払い方法：平成20年５月22日、

１年分（373万4000円）を前払い

�　本件建物は、地上22階建てのタワーマン

ションで、築年数５年程度であったが、各住

居の標準装備として、エアコンが設置されて

おらず、Ｘは、本件住居に入居と同時に、３

台のエアコンを持ち込み、本件住居に取り付

けた。

�　Ｘは、Ｙに対し、平成21年４月２日、本

件賃貸借契約を同月19日付けで解約する旨の

意思表示をした。同月14日、Ｙは、本件住居

を訪れ、敷金から控除すべき損害がないか査

定したが、そのような損害はないとの結論に

なった。同日頃、賃貸借契約を確認したＸは、

造作買取請求権について特約で排除されてい

ないことに気付き、Ｙに電話をして、同請求

権を行使する意思表示をした。同月19日の明

渡し期限を迎えたＸは、本件エアコンとその

リモコンのみを残して本件住居を明渡した。

Ｘは、同月27日、内容証明郵便にて造作買取

代金の支払を催告し、同書面は同月30日にＹ

に到達した。

�　Ｘは造作買取代金として、各下取り額に

取り外し費用を加えた合計10万5000円につい

てＹに対し債権を有しているとして、この債

権は、本契約が終了した平成21年４月19日が

弁済期となり、その翌日の20日からＹは遅滞

に陥っていると主張した。また、本件エアコ

ンは、Ｘの造作買取請求権の行使により、Ｙ

の所有となったものであるが、Ｙは、これに

かかった費用をＸの負担に帰せしめ、Ｘに返

還すべき敷金から７万5670円を控除した。こ

の控除は、法律上の原因がないものであり、

同額について、Ｘの損失によってＹが利得を

得ていることは明らかであり、不当利得にな

る。この不当利得返還請求権は、少なくとも

敷金が返還されるべき契約解除日たる同年４

月19日から３週間後の５月10日からＹは遅滞

に陥っている。よって、ＸはＹに対し、造作

買取代金とこれの遅延損害金、及び不当利得

返還請求権として上記金額とこれの遅延損害

金の支払いを求めて提訴した。

�　Ｙは次のとおり反論した。Ｘが、エアコ
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ンについて造作買取請求権を行使する意思表

示を行ったことは認める。これに対し、Ｙ担

当者は、エアコン３台が設置された箇所には

エアコン設置のためのスリーブ、コンセント、

補強板が既に取り付けられており、そこに設

置したエアコンについては容易に取り外しが

できるものであるから造作買取請求権の対象

ではない旨説明している。Ｙは、本件エアコ

ンの設置について許可しているが、造作買取

請求権までは認めていない。Ｘの造作買取請

求は理由がなく、Ｘは原状回復としてエアコ

ン３台を取り外さなければならないにもかか

わらず、それを放置したのであるから、Ｙが

それらの撤去に要した費用を敷金から控除す

ることは適法なことであり、何ら不当利得と

なるものではない。

２　判決の要旨

裁判所は、次のとおり判示した。

�　証人の証言によれば、証拠写真に示され

る部屋は、Ｘが使用していた部屋と同型のも

のであるが、室内の壁面にコンセント、その

隣に丸い取り外しが可能なスリーブが設置さ

れており、エアコンを取り付けるときには室

内機の裏側を補強板に取り付けるが、ビスで

取り付けるだけであるから、何ら建物を毀損

することはないこと等の事実が認められる。

�　ところで、建物賃貸借において、賃貸人

の同意を得て附加した造作については、終了

時に賃貸人に対し、これを時価で買い取るこ

とを請求できる（借地借家法33条）。ここに

いう造作とは、建物に附加された物件で賃借

人の所有に属しかつ建物の使用に客観的便益

を与えるものをいい、賃借人がその建物を特

殊の目的に使用するため、特に附加した設備

の如きを含まない（最高裁判所昭和29年３月

11日判決民集８巻３号672頁、最高裁判所昭

和33年10月14日判決民集12巻14号3078頁）。

附加とは、建物の構成部分となったものでも

なく、家具のように簡単に撤去できるもので

もなく、その中間の概念であり、賃借人の所

有に属し、賃借人が収去することによって、

そのものの利用価値が著しく減ずるものであ

ると解される。

�　そうすると、本件エアコンは、上記認定

事実によれが通常の家庭用エアコンであっ

て、本件建物専用のものとして設えたもので

はなく汎用性のあるものであり、これを収去

することによって、本件建物の利用価値が著

しく減ずるものでもなく、また、取り外しに

ついても比較的容易であるものと認められる

ことから、本件建物に附加した造作と認める

ことは難しく、造作買取請求の対象とならな

いものとみるのが相当である。よって、Ｘの

請求は理由がなくいずれも棄却する。

３　まとめ

一般に造作とは、建物の構成部分ではない

が建物に附加されて建物の便益に供されるも

のを言うとされている。例えば、畳・建具な

どが造作であるとされている。

本事例は、居住用の賃貸マンションで、借

主が自ら設置した一般家庭用エアコンが果た

して造作として買取請求の対象となるかが争

われた事例で、この判決は今後実務でも参考

になると思われる。

また、平成４年８月に施行された借地借家

法で、造作買取請求権の規定の性質が任意法

規に変更され、そのため造作買取請求権を放

棄する特約について双方が合意すれば有効と

されることについても、再認識することが必

要であろう。
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